
 

『民事再生１０年――過去・現在・未来』のご案内     

 

 

日 時 2009年 5月 28日(木) 午後１時～午後５時（開場：12時 30分） 

   （午後 1時より 15分間の定時総会を開催しますが、一般の方も入場できます。） 

場 所 中央大学駿河台記念館（東京都千代田区神田駿河台 3-11-5）  

参加費 会員（個人・法人）3,000円／一般 10,000円／学者 5,000円／学生 1,000円 

定 員 250名（定員になり次第締め切らせていただきます） 

 

プログラム 

 
司会進行    弁護士／東京富士法律事務所 代表パートナー［当機構専務理事］須藤英章氏 

 

開会の辞  (13:15~13:20)        早稲田大学教授［当機構代表理事］  伊藤  眞氏 

 

はじめに 

 研究会の問題意識  (13:20~13:25)             東京大学教授 松下淳一氏 

 

第 1部 

報告 (13:25～14:25) 
(1) 手続機関            弁護士／坂井・三村・相澤法律事務所 三村藤明氏 

(2) 手続開始                弁護士／富永浩明法律事務所 富永浩明氏 

(3) 各種契約処理              弁護士／西村あさひ法律事務所 森  倫洋氏 

(4) 再生債権・相殺権              弁護士／LM 法律事務所 小畑英一氏 

討論 (14:25～15:00) 
(休憩 15:00～15:20) 

 

第２部 

報告 (15:20～16:20) 
(1) 別除権等                 弁護士／ＴＭＩ総合法律事務所 髙山崇彦氏 

(2) 再建スキーム               弁護士／錦織・深山法律事務所 深山雅也氏 

(3) 再生計画                  弁護士／あさひ法律事務所 三森  仁氏 

(4) 再生計画の遂行・終結        弁護士／はばたき綜合法律事務所 服部  敬氏 

討論 (16:20～16:55) 
 

閉会の辞 (16:55～17:00) 
弁護士／ひいらぎ総合法律事務所 代表パートナー［当機構代表理事］多比羅誠氏 

 

 

 

 


